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予約システムは供給制約のあるサービスを申し込み順に家計に割り当てるメカニズムである．本研究では，予

約システムの経済便益として，１）家計が将来時点におけるサービス購入オプションを確保する便益と，２）大

きな効用を持つ家計に優先的にサービスを割り当てる顕示メカニズムとしての便益に着目する．その上で，単

一もしくは複数のサービスが供給される独占市場を対象とした市場均衡モデルを定式化し，予約システムの導

入がもたらす経済便益を評価する．その結果，予約システムの導入により企業利潤，社会的厚生は増加するが，

家計の経済厚生が逆に減少することを明らかにする．その上で，家計の経済厚生低下を抑止するためには，キャ

ンセル料金の規制が必要となることを示す．
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１．はじめに

航空機等の交通サービス市場，コンサート劇場等の

文化サービス市場では，需要量の変動にサービスの供

給量を迅速に対応させることが困難である．また，サー

ビス料金を需要の不確実性に対応させて短期的に変動

させることが困難であり，需給バランスを調整する料

金メカニズムに限界がある．このようなサービス市場

では，予約システムを通じて需給が調整される場合が

少なくない． 近では，情報技術の発達により，高速

道路，駐車場等に対しても予約制度が検討されるなど，

効率的な交通需要管理のための施策として予約システ

ムの発展が期待されている．

予約システムは，サービスの利用時点に先立って，

サービスの申し込み順にサービスを割り当てる「早い

者勝ち」ルールを用いた割り当てメカニズムである．家

計はサービスを事前に予約することにより，将来の時

点においてサービスを確実に利用するオプションを確

保できる経済便益を持つ．サービスに対する効用が大

きくなるほど予約のオプション価値は大きくなる．した

がって，サービスに対する効用の大きい家計はサービス

の事前予約を試みるが，そうでない家計はサービスを

事前予約しない．このように，家計は予約行動を通じて

サービスに対する効用の大きさに関する私的情報を開

示するという顕示メカニズム (revelation mechanism)1)

が機能する．

一般に，サービスを提供する企業は，家計のサービ

スに対する選好に関する情報を持ち得ない．予約シス

テムは，顕示メカニズムを通じて，より大きなオプショ

ン価値を持つ家計に優先的にサービスを割り当てる機

能を持っている．企業は予約システムを導入すること

により，家計の選好の異質性に関する情報を獲得する

ことが可能となる．企業が家計の私的情報を利用して，

サービス料金やキャンセル料金を独占的に設定する場

合，予約システムの導入により企業が追加的利潤を獲

得し，家計の経済厚生が必ずしも改善されない可能性

も起こりえる．

以上の問題意識に基づいて，本研究では独占的サー

ビス市場における市場均衡モデルを作成し，予約シス

テムの導入が家計の経済厚生や社会的厚生に及ぼす影

響を分析する．以降，２．では本研究の基本的な考え方

を説明する．３．では，単一サービス市場を対象とし

た基本モデルを定式化する．４．では，予約システム

の経済便益について考察する．あわせて，比較静学分

析により，予約システムの特性を分析する．５．では，

基本モデルを拡張し，予約システムの需要平準化便益

や料金規制政策の効果について分析する．

２．本研究の基本的な考え方

（１）従来の研究の概要

Beckmann2)の先駆的研究以来，オペレーションズ・

リサーチの分野を中心として，予約システムに関する

研究が精力的に実施されてきた3)．近年では，実用的
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な予約モデルの構築が進展し，家計の予約行動を記述

するため非集計行動モデル4);5)や期待限界座席収入モ

デル6)Ä9)等が提案されている．さらに，サービス供給

サイドの企業行動に関しても，研究が蓄積されている．

例えば，交通企業のオーバーブッキング行動に関して，

いくつかの 適化モデルが提案されている10)Ä12)．し

かし，これらの研究は，いずれも家計の予約行動と企

業行動の相互関係を考慮できるような市場均衡分析の

枠組みを持っていない．近年，オペレーションズ・リ

サーチの分野においても，家計需要を内生化した 適

割当モデルが提案されている13)Ä15)．しかし，予約シ

ステムの導入が市場均衡や社会的厚生に及ぼす影響に

関しては，ほとんど研究対象として取り上げられてこ

なかった．土木計画の分野においても，高速道路や駐

車場など，交通施設サービスの効率的な提供方策に関

する研究が実施されている．たとえば，駐車場探索費

用の削減を目指した観光地における駐車場予約システ

ムの提案16)などがある．また，リアルオプション理論

を用いて，家計の予約行動をモデル化した研究事例が

ある17)．さらに，赤松18);19)は市場取引を考慮した通

行権制度を分析し，混雑回避便益に着目した市場にお

ける価格メカニズムによる通行権の割当方法を提案し

ている．不完全情報下においては，価格規制としての

混雑料金より数量規制としての通行権割当制度が望ま

しいことを示している．これらの研究事例は，家計行

動のモデル化にとどまっており，均衡論的な視点から

予約システムの経済価値を分析できる枠組みではない．

一方，経済学の分野では，市場における価格調整メ

カニズムが完全でない場合のサービス割当メカニズム

が市場均衡や社会的厚生に及ぼす影響に関する研究が

蓄積されている20)Ä28)．特に，価格が短期的に硬直的

であり，生産量も短期的に変動させることが困難であ

る場合，需要の割り当てメカニズムが必要となる．こ

のことより，Prescott20)は労働市場における均衡失業

率の効率性を分析する研究をレビューし，その中で，同

一なサービスに対して，異なる価格を提示する価格分

散（price dispersion）システムを設計することにより，

効率的なサービスの割り当てが可能であることを示し

た．Dana21);22)は，Prescottモデルを独占市場や不完

全競争市場に適用し，需要に不確実性が存在する場合，

企業が戦略的に同一サービスに対して価格分散化を図

るメカニズムについて分析している．すなわち，企業

の 適戦略として，同質なサービスをいくつかのレイ

ヤーに分割するとともに，需要リスクが少ないレイヤー

に対しては低価格を，リスクが大きいレイヤーに対し

ては高価格を設定することが望ましいことを示してい

る．さらに，リスクと対応した価格分散化戦略を導入

したような確率的ピークロードプライシングモデル23)

表－１ 予約システムの経済便益
経済便益の種類 対象の有無

家計行動の　 オプション便益 ○

合理化便益 取引費用削減便益 ×

スケジュール調整便益 ×

集合的需要 優先割り当て便益 ○

再配分便益 需要平準化便益 ○

　　　　　　 混雑回避便益 ×

注）○印は本研究で対象とする予約システムの経済便益

を表す．本研究では，×印の便益については分析の対象

としない．

や事前購入割引モデル24)を提案している．また，確率

的需要下における価格と容量の設定問題を対象として，

適な価格分散化メカニズムを考察した研究25);26)も

ある．また，契約期間を差別化することによるサービ

ス割り当てメカニズムに関して研究した事例27);28)も

存在する．これらの研究は，予約システムを直接取り

上げたものではないが，契約のタイミングの差別化は，

予約システムを導入することに他ならず，契約期間の

差別化モデルは予約システムに関する先駆的研究とし

て評価できる．以上は，いずれも価格分散化による割

り当てメカニズムに着目した研究である．周知の通り，

価格分散化による差別料金の適用は，企業による消費

者余剰の剥奪が発生し，家計厚生の減少をもたらす29)

ことになる．これらの研究は，いずれも供給制約，価格

の硬直性の下でのサービスの割り当てメカニズムに着

目したものであり，家計と企業の間に存在する情報の

非対称性について考察したものではない．これに対し

て，本研究では，予約システムを家計の選好の異質性

に関する顕示メカニズムとして位置づける．筆者らの

知る限り，家計と企業の間にある情報の非対称性に非

対称性に着目し，予約システムによる価格硬直的，供

給制約のあるサービスの効率的な割り当てメカニズム

に関して研究した事例は見当たらない．

（２）予約システムと経済便益

表－１に示すように，予約システムの導入により家

計が獲得できる経済便益として，１）個人のサービス

利用行動を高度化できるという個人的なレベルにおけ

る便益（家計行動の合理化便益）と，２）限られたサー

ビスをよりニーズの大きい家計に優先的に割り当てる

ことより生じる集合的なレベルにおける便益（集合的

需要再配分便益）の２つが存在する．

家計行動の合理化便益としては，ａ）オプション便

益，ｂ）取引費用削減便益，ｃ）スケジュール調整便

益が考えられる．家計がサービスを予約することによ

り，将来に確実にサービスを利用できる権利を獲得す

る．さらに，サービスのキャンセルが認められている

場合，家計はサービスを予約することにより，「サービ
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スを消費する権利」と「サービスをキャンセルし，別の

活動を行う権利」を同時に獲得する．すなわち，家計

はサービスを予約することは，将来時点における選択

行動の柔軟性（オプション）を購入することに他なら

ない．このような経済便益を，オプション便益と呼ぶ．

また，家計はサービスを予約することにより，取引費用

を削減することができる．たとえば，駐車場が混雑し

ている場合，利用可能な駐車場を探索するために費用

が発生する．駐車場を予約していれば，このような探

索費用は大幅に軽減される．しかし，このような取引

費用は，サービスの利用可能性に関する情報の欠如に

よって発生するものであり，IT技術の利用により取引

費用を削減することが可能である．もちろん，サービ

ス探索を行っても，サービス購入できず，家計が機会損

失を被ることがある．予約を行うことにより，サービ

スを確実に購入できる便益が発生するが，このような

便益はオプション便益に他ならない． 後に，予約シ

ステムは家計にスケジュール調整便益をもたらす．家

計は時間軸上で，多くのスケジュールを調整しながら，

活動を展開している．家計がサービスの購入を予約す

ることは，家計がそのサービスを消費することにコミッ

トすることに他ならない．このようなコミットメント

により，活動スケジュールの不確実性が大幅に減少し，

スケジュール調整費用が大幅に削減される．スケジュー

ル調整便益は重要であるが，この問題を分析するため

に，本研究とは異なる分析枠組みが必要となる．以上

の理由により，本研究では，３つの家計行動の合理化

便益の中から，オプション便益のみをとりあげる．

予約システムは「早いもの順」というルールを用い

てサービスを潜在的な家計の間で割り当てるメカニズ

ムである．特に，サービスの供給量に制約が存在する

場合，家計にサービスを割り当てることが必要となる．

このようなサービス割り当ての効率化を図ることによっ

て得られる便益を，集合的需要再配分便益と呼ぶ．表－

１に示すように，集合的需要再配分便益として，優先

割り当て便益，需要平準化便益，混雑回避便益が存在

する．家計がサービスに対して異質な選好をもってい

ても，家計の選好は他人が知ることできない私的情報

である．しかし，予約システムを導入することにより，

企業は家計の予約行動を通じて，家計効用に関する私

的情報を獲得することができる．その結果，サービス

に対してより大きな効用を持つ家計に優先的にサービ

スを割り当てることにより，より効率的なサービス割

り当てが可能となる．このように，顕示メカニズムに

より，サービス割り当ての効率化を図る便益を優先割

り当て便益と呼ぶ．つぎに，需要平準化便益とは，ピー

ク需要をあらかじめ分散することにより発生する便益

である．需要平準化便益として，効用の高い家計に優

先的に希望するサービスを割り当てる優先割り当て便

益と，ピーク需要時における混雑を抑止する混雑回避

便益が考えられる．しかし，サービス提供に供給制約

が存在する場合，ピーク需要時におけるサービス購入

のための取引費用は増加するものの，サービス消費に

おける排除可能性，競合性が存在するため混雑現象は

生じない．供給制約の下では，ピーク需要時における

サービスを，より効用の大きい家計に割り当てる優先

割り当て便益が発生する．本研究では，サービスの供

給制約の下で，効用の大きい家計に優先的に希望する

サービスを割り当てることにより発生する便益を需要

平準化便益と呼ぶ．サービス取引における排除性，競

合性が不完全な場合，混雑現象が発生する．予約シス

テムの混雑回避便益は，サービス供給量制約を人為的

に設定するために生じる便益であり，予約そのものが

もたらす経済便益ではない．供給量制約を人為的に設

定する場合，家計をサービスに効率的に割り当てるメ

カニズムが必要となる．このように考えれば，予約シ

ステムの集合的需要再配分便益として，優先割り当て

便益が中心的な役割を果たしていることが理解できる．

（３）顕示メカニズム

家計のサービス効用は私的情報であり，企業も含め

て第３者が観測することは不可能である．サービス供

給量に割り当て制約があり，需要変動に対して料金が一

定に維持されるようなサービス市場においては，必ず

しもサービスに対する効用が大きい家計のみがサービ

スを購入するわけではない．サービスに対する効用の

大きい家計のみが，サービスを予約するようなシステ

ムが導入されたと考えよう．この場合，サービスを予約

する家計は，「サービスに対してより大きな効用を有し

ている」という私的情報を家計自身が顕示しているこ

とに他ならない．このように自分自身の私的情報を行

動を通じて顕示するようなメカニズムを顕示メカニズ

ムと呼ぶ．予約システムは，家計の予約行動を通じて，

サービスに対する効用の大きい家計を優先的にサービ

スに割り当てる顕示メカニズムに他ならない．予約シ

ステムの優先割り当て便益は，顕示メカニズムにより，

サービスに対してより大きな効用を持つ家計を優先的

にサービスに割り当てることにより生じる経済便益と

解釈できる．

情報の経済学では，プリンシパルとエージェントの

間における情報の非対称性に起因する逆選抜（Adverse

Selection：以下，ASと略す）問題に対処するため，顕示

メカニズムの設計に関する研究が蓄積された1);30)Ä32)．

伝統的なAS問題に関する文献では，単一のプリンシパ

ルとエージェントの間における情報の非対称性に着目

し，効率の悪いエージェントの存在により，プリンシ

3



パルとエージェントの契約の効率性が低下する問題を

取り扱っている．さらに，プリンシパルとエージェン

トが複数存在するようなAS問題における顕示メカニズ

ムの設計問題に関しても研究が蓄積されている33)Ä35)．

本研究では，単一のプリンシパル（企業）と，多くの

エージェント (家計）間におけるサービス取引をとりあ

げ，予約システムが有する顕示メカニズムとしての機能

について分析する．ただし，伝統的なASモデルでは，

エージェントは契約への参加の有無，行動水準という

２種類の意思決定変数を有している．しかし，予約問

題では，エージェントは契約への参加の有無だけを決

定する点が，伝統的なAS問題とは異なっている．

予約システムが有する顕示メカニズムとしての特性

を説明するために，多くの家計が供給制約のあるサー

ビスを同時に消費し，これらの家計が選好が異なる２

種類のタイプに分類できると考えよう．企業は，家計

に対して，２つの異なる時点で，サービス取引に関す

る契約を締結する．家計は，時点 t = 0で，サービスを

予約できる．さらに，サービスを消費する直前の時点

t = 1で，サービスを購入することもできる．いずれの

時点でサービス購入に関する契約を締結しても，消費

するサービスは同質である．しかし，サービスの取引

に関するリスクポジションが異なる．時点 t = 0で予約

した場合，家計はキャンセル料金を支払い，サービス

をキャンセルするリスクに直面する．一方，時点 t = 1

でサービスを購入する家計は，供給制約によりサービ

スを購入できないリスクに直面する．予約システムは，

このように同一サービスの取引に関して，異なるリス

クポジションを提供することにより，家計がサービス

の取引パターンの選択を通じて，家計のサービス効用

に関する私的情報を開示するような顕示メカニズムと

して機能するという顕著な特性を有している．

（４）本研究の分析目的

本研究では，予約システムの経済便益として，家計

行動のオプション便益と，優先割り当て便益，需要平

準化便益に着目する．予約システムは，企業が家計に

予約オプションを提供することにより，家計のタイプ

に関する私的情報を獲得するメカニズムである．すな

わち，予約システムが存在しない場合，企業は家計の

効用に関する情報を獲得することができず，すべての

潜在的家計に同一内容のサービスを同一料金で提供せ

ざるを得ない．しかし，予約システムを導入すること

により，より高い効用をもつ家計のみが予約を行うと

いう行動を通じて，家計は自らのタイプに関する私的

情報を開示することになる．この場合，企業に，家計

の私的情報を用いて追加的利潤を獲得できる機会が生

まれる．本研究では，予約システムの導入が，企業の

利潤や家計の経済厚生に及ぼす影響について分析する．

その際，家計の情報開示の結果として，「家計から企業

へ所得移転が発生する」かどうか，「所得移転が発生す

る場合，料金規制政策により家計の経済厚生を改善で

きるか」という問題について考察する．予約システムが

もたらす経済便益とその帰着構造は，市場構造や企業

が採用する価格戦略に依存して多様に異なる．本研究

では，市場構造のプロトタイプとして，１つの企業が

サービスを提供する独占市場に着目するとともに，差

別価格戦略の適用が禁止されており，予約の有無に関

わらずサービス料金は一定であるような市場をとりあ

げる．また，予約者が予約をキャンセルする場合には，

キャンセル料金が課徴される場合をとりあげる．

３．基本モデル

（１）モデル化の前提

家計に供給量制約がある同質なサービスが提供され

る独占市場を考えよう．基本モデルにおいては，時間

軸上のある１つの時点において，単一の同質なサービ

スのみが提供される場合をとりあげる．企業はサービ

スの供給量を変更できない．サービスの供給量は 1に制

約されており，サービスを購入できない家計は，サー

ビスの利用を諦めざるを得ない．のちに，５．（２）で

は，この仮定を緩め，２種類の垂直的に差別化された

サービスが提供されるようなサービス市場をとりあげ

る．家計には，サービス消費に対して高い効用uHを持

つタイプHと低い効用uLを持つタイプLという２つの

タイプが存在する．効用uHとuLの間には

0 < uL < uH (1)

が成立する．タイプHの家計数は 1に基準化されてい

る．タイプLの家計数をQとする．また，サービスの

供給量も 1に基準化されていると考える．

タイプ i (i = H;L)の代表的な家計に着目して，意

思決定行動を説明する．家計の意思決定の論理的順序

関係を図－1に示す．いま，時間軸上に予約を行う時点

（t = 0），サービスを利用する時点（t = 1）という２

つの離散的な時点が設定されていると考えよう．時点

t = 1において，家計は当該のサービスを利用するか，

代替的なサービスを利用するかという，２つの選択肢

が利用可能である．タイプ i (i = H;L)の家計が当該

のサービスを利用する場合，時点 t = 0，t = 1を問わ

ず，効用は確定しており，一定値ui (i = H;L)をとる．

一方，時点 t = 0において，代替的サービスの内容は

確定しておらず，その水準（以下，留保効用と呼ぶ）"

は確率変数である．しかし，時点 t = 1において，確率

q (0 î q î 1)で 0に，確率 1 Ä qで"に確定する．この

ことは，企業と２つのタイプの家計にとって，共通知
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0

部分問題1

部分問題2

購入可能(確率ｈ)

図－１　家計の意思決定構造（単一サービス市場）

識となっている．家計が時点 t = 0; 1を通じてサービス

を利用する意思を持つ確率 qを，消費確率と呼ぶ．消費

確率 qは，家計のタイプによらず，同一の値をとる．

タイプ i (i = H;L)の家計が，時点 t = 0でサービス

を予約した場合を考えよう．時点が進展し，時点 t = 1

でサービスを利用する場合，サービス料金pを支払う．

サービス料金は，サービスを予約した場合とそうでな

い場合を通じて一定である．すなわち，企業は差別化

料金を適用することが禁止されていると考える．時点

t = 1までに，予約をキャンセルする場合，キャンセル

料金 cが必要となる．企業と家計の間で，予約時点にお

いて契約が成立しており，家計がキャンセルを怠った場

合，サービス料金が違約金として課徴されると考える．

キャンセル料金は，

0 î c î p (2)

を満足する．したがって，時刻 t = 1において，タイプ

i (i = H;L)の家計がサービスを利用する場合，サービ

ス料金pを支払い，効用ui (i = H;L)を獲得する．し

かし，家計がサービスを利用しない場合，キャンセル料

金 cを支払い，留保効用"を獲得する．すなわち，サー

ビスの予約行動は，家計が時刻 t = 1において，サービ

スを利用し効用uiÄpを獲得するか，キャンセルし留保

効用"Ä cを獲得するかという選択の権利を獲得する行

動に他ならない．次に，時点 t = 0で予約しなかった場

合を考えよう．この場合，家計は時点 t = 1において，

留保効用"が確定してから，サービス購入の有無を決定

する．留保効用が" = "に確定した場合，家計は留保効

用"を獲得する．一方，留保効用が0であると判明した

場合，家計はサービス購入を試みるが，すでに他の家

計がサービスを予約している可能性があるため，必ず

サービスを購入できる保証はない．時点 t = 1におい

て，サービスを購入できる確率（以下，購入可能確率と

呼ぶ）をhと表そう．購入可能確率は家計の購入行動の

結果として市場で内生的に決定されるが，ひとまず与

件と考えよう．購入可能確率に関しては，４．（３）で

改めて言及する．

家計，企業ともに，時点 t = 0において，購入可能確

率に関して，完全予見可能であると仮定しよう．さら

に，家計と企業は，ともにリスク中立的であると仮定

する．また，留保効用"，効用水準ui (i = H;L)，消費

確率 q，購入可能確率h，サービス供給量Qに関して，

Qq > 1Ä q (3a)

uH < " (3b)

uHq Ä uL < 0 (3c)

が成立すると仮定する．仮定 (3a)はサービスが完売さ

れ，サービスを購入する意思を持ちながら購入できない

家計が発生するための条件である．仮定 (3b)は，留保

効用が"に確定した場合，タイプH，タイプLの家計が

サービスを利用しないことを保証するための条件であ

る．仮定 (3c)は，タイプHとLの双方の家計が，サー

ビスを購入するための条件である．これら３つの条件

は，企業が予約システムを導入するための必要十分条件

であるが，その内容については３．（４），及び４．（４）

において詳細に言及する．当面の間，これら３つの条

件が成立することのみ仮定しておく．また，議論を単

純化するために割引率を無視する．企業と家計の間に

おける金銭取引は，時刻 t = 1においてサービスを利用

が確定した時点で実施される．さらに，本研究では，予

約システムが持つ取引費用の削減便益を対象外として

いるため，サービス予約や購入に関わる費用は，無視

できると考える．また，サービス消費による混雑現象

も考慮しない．

なお，本研究では，予約システムを，「キャンセル料

金の課徴により，家計のタイプが顕示されるようなシ

ステム」として限定的に定義している．もちろん，仮

定 (3b)が成立しない場合にも，予約システムは成立し

うる．たとえば，
q(1Äh)
1Äq (uH Ä uL) < " î uHが成立す

る場合，タイプhの家計のみが予約し，かつキャンセル

が発生しない．この場合，キャンセル料金が顕示メカ

ニズムとして機能していない．さらに，このケースは，

３．（４）で言及するように，本研究で対象とする予約

システムにおいて q = 1とした特殊ケースに該当する．

さらに，" î q(1Äh)
1Äq (uH ÄuL)の場合は，双方のタイプ

の家計が予約をするため，予約システムの顕示メカニ

ズムが機能していない．仮定 (3b)は，このような予約

システムを考察の対象から排除していることを断って

おく．
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（２）タイプHの家計行動

タイプHの家計行動を図－1に従ってモデル化しよ

う．家計は，留保効用に関する情報を獲得した時点（t =

1）で，サービスを購入するかどうかを 終的に決定す

る．リアルオプション理論37);38)を用いて，このような

追加的な情報利用の可能性を考慮した段階的意思決定

モデルを定式化する．家計行動は１）時点 t = 0で予約

を行った家計が，t = 1で予約をキャンセルするかどう

かを決定する問題（部分問題１），２）時点 t = 0で予

約をしなかった家計が，t = 1でサービスを利用するか

どうかを決定する問題（部分問題２），３）時点 t = 0

においてサービスの予約を行うかどうかを決定する問

題（部分問題０）という３つの部分問題に分解できる．

ａ）部分問題１の定式化

時点 t = 1において，留保効用"は0か，"のいずれか

に確定している．サービスを利用することにより効用

uHを獲得する．家計は，サービス料金pを支払いサー

ビス効用uHを獲得した場合の効用と，キャンセル料金

cを支払って留保効用"を獲得した時の効用を比較して，

効用の大きい選択肢を選択する．したがって，時点 t = 1

において，タイプHの家計が獲得する効用は

VH =

(

uH Ä p " = 0の時

"Ä c " = "の時
(4)

と表現できる．タイプHの家計が，サービス購入をキャ

ンセルするためにはuH Ä p < "Ä cが成立しなければ

ならない．仮定 (1),(2),(3b)が成立する場合，この条件

は自動的に成立する．時点 t = 0においては，留保効用

は不確実であり，確率 qで 0に，確率 1Ä qで"に確定す

ることのみが判っている．時点 t = 0において予約した

場合，利用時点 t = 1で得られる効用の期待値EVHは

EVH = q(uH Ä p) + (1Ä q)("Ä c) (5)

となる．

ｂ）部分問題２の定式化

時点 t = 0で予約しなかった場合を考えよう．時点

t = 1で，留保効用は 0か"のいずれかに確定している．

まず，留保効用が"に確定した場合を考えよう．この場

合には，家計はサービスの購入を試みず，留保効用"を

獲得する．一方，留保効用が 0の場合は，サービスの購

入を試みる．サービスを購入できた場合にはuH Ä pの
効用を得るが，サービスの購入に失敗した場合には留

保効用0を獲得する．家計効用は次式で表せる．
8

>

<

>

:

uH Ä p " = 0かつ購入に成功した時

0 " = 0かつ購入に失敗した時

" " = "の時

(6)

サービスの購入が可能となる確率をhとすれば，サー

ビスの購入を試みることにより得られる期待効用は

h(uH Ä p)となる．予約時点 t = 0の段階では利用時

点 t = 1で実現する留保効用"を確定的には把握できな

い．時点 t = 0で予約しなかった場合の期待効用は

EUH = qh(uH Ä p) + (1Ä q)" ï 0 (7)

となる．

ｃ）部分問題０の定式化

時点 t = 0でタイプHの家計が予約すべきかどうか

を決定する局面を考えよう．家計は時点 t = 0におい

て，その時点において判明している効用uHを与件とし

た上で，「予約する」か「予約しない」を決定する．サー

ビスの予約を試みる場合には，期待効用EVHを獲得す

る．予約しなかった場合には，期待効用EUHを獲得す

る．したがって，時点 t = 0における家計行動は

予約する EVH ï EUHの時

予約しない EVH < EUHの時

)

(8)

と表現できる．予約システムが導入された場合に，タ

イプHの家計が獲得できる期待消費者余剰は，

WH = Y +max
n

EVH ; EUH
o

(9)

と定義できる．ここにYは一般化所得である．予約シ

ステムが顕示メカニズムを有するためには，少なくと

もタイプHの家計が，サービスを予約する誘因を持た

なければならない．タイプHの家計が，サービスの予

約を試みる条件は

q(uH Ä p) + (1Ä q)("Ä c) ï 0 (10a)

q(1Ä h)(uH Ä p)Ä (1Ä q)c ï 0 (10b)

と表せる．条件 (10a)は，タイプHの期待効用EVHが

正となることを表しており，タイプHの家計の参加条件

を表す．期待効用EVHが負である場合には，家計はサー

ビスを予約する誘因を持たない．条件 (10b)は，EVHÄ
EUH ï 0を表しており，タイプHの家計が，予約をす

るための誘因条件である．EUH ï 0より，条件 (10b)

が成立すれば条件 (10a)は必ず成立する．したがって，

タイプHの家計の誘因条件としては，条件 (10b)のみを

考慮すればいい．条件 (10b)を満足するような料金パラ

メータ (p; c) 2 R2+の集合äHを

äH = f(p; c) 2 R2+j式 (10b)が成立する g (11)

と表す．集合äHは，タイプHの家計がサービス予約の

誘因を持つような料金パラメータ (p; c)の集合であり，

タイプHの予約誘因集合と呼ぶ．タイプHの家計数は 1

であり，料金パラメータがタイプHの予約誘因集合äH

に属する場合，サービス予約数は 1となる．しかし，時

点 t = 1では，確率 1 Ä qでキャンセルが発生する．し

たがって，タイプHの家計が時点 t = 1で 終的にサー

ビスを消費する期待集計的需要DH(p; c)と期待キャン

セル数CH(p; c)は，それぞれ
(

DH(p; c) = q (p; c) 2 äH
CH(p; c) = 1Ä q (p; c) 2 äH

(12)
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と表される．なお，以下では，当面の間，料金パラメー

タがタイプHの予約誘因集合にäHに含まれる場合を仮

定し，議論を進めることとする．料金パラメータが予

約誘因集合に含まれない場合（予約システムが機能し

ない場合）に関する議論に関しては，改めて４．（３）で

とりあげる．

（３）タイプLの家計行動

タイプLの家計のサービス購入行動も，タイプHの

家計と同様に定式化できる．３．（２）と同様の議論に

より，時点 t = 0でサービスを予約したタイプLの家計

が，時点 t = 1で獲得する効用は

VL =

(

uL Ä p " = 0の時

"Ä c " = "の時
(13)

と表現できる．時点 t = 0で評価した期待値EVLは

EVL = q(uL Ä p) + (1Ä q)("Ä c) (14)

となる．一方，時点 t = 0で予約しなかった家計の期待

効用EULは，次式で定義される．

EUL = qh(uL Ä p) + (1Ä q)" (15)

予約システムが顕示メカニズムを有するためには，タ

イプLの家計がサービス消費の誘因を持ち，かつ予約

をしないことが必要である．そのためには

uL Ä p ï 0 (16a)

q(1Ä h)(uL Ä p)Ä (1Ä q)c < 0 (16b)

が成立しなければならない．条件 (16a)は，タイプLの

家計が時点 t = 1でサービスを購入する参加条件である．

サービス料金pが条件 (16a)を満足しない場合，タイプ

Lの家計は，サービスを購入しない．したがって，購入

可能確率hは 1となる．タイプHの家計は，時点 t = 1

になってもサービスを必ず購入できることを知ってお

り，誰もサービスの予約をしない．したがって，タイプ

Lの家計が，サービスを購入する（購入可能確率が１

未満である）ことが，予約システムが成立するための

条件となる．条件 (16b)は，EVLÄEUL < 0を意味し，

タイプLの家計がサービスを予約しないための誘因条

件である．式 (16b)が成立しない場合，タイプLの家計

がサービスを予約するための顕示メカニズムが機能し

ない．すべてのタイプの家計がサービス予約を行うこ

とは，サービスの購入時点が時点 t = 0に移行したに過

ぎない．すなわち，予約システムの顕示メカニズムが

機能しない．式 (16a)を満足するような料金パラメータ

の集合（タイプLの非予約誘因集合と呼ぶ）äLを

äL = f(p; c) 2 R2+j式 (16a); (16b)が成立 g (17)

と定義する．予約システムが顕示メカニズムとして有

効に機能するためには，料金パラメータが，集合äHと

äLに同時に含まれなければならない．すなわち，予約

システムが機能するような料金パラメータの集合を

ä= f(p; c) 2 R2+j(p; c) 2 (äH \äL)g (18)

と定義する．以下，集合äを誘因両立集合と呼び，集合

äに属する料金パラメータを，誘因両立料金パラメータ

と呼ぶ．また，企業が誘因両立料金パラメータを採用す

るようなシステムを予約システムÄと呼ぶこととする．

料金パラメータ (p; c)が誘因両立料金パラメータの場

合，タイプLの家計はサービスの予約をしない．タイ

プLの家計は，時点 t = 1において，留保効用が 0と

なった場合にサービスの購入を試みる．しかし，時点

t = 0において，タイプHの家計はすでにサービスの予

約を完了している．時点 t = 1では，期待キャンセル数

CH(p; c) = 1Ä qに該当するサービスのみが購入可能で

ある．タイプLの家計数Qは十分に多く，仮定 (3a)が

成立すると考えよう．この時，タイプLの家計の内で，

時点 t = 1においてサービスを購入できない家計が発生

する．タイプLの家計の期待集計的需要DL(p; c)は，

DL(p; c) = 1Ä q (p; c) 2 ä (19)

と表される．なお，料金パラメータが誘因両立的であ

る場合，タイプH，タイプLの家計は，自分の戦略を

変更する誘因を持たない．この意味で，誘因両立料金

パラメータは，自己拘束的32)である．

（４）企業行動と市場均衡

企業が利潤 大化原理により，誘因両立料金パラ

メータを決定する問題を考えよう．誘因両立条件

(10b),(16a),(16b)が成立する場合，企業利潤は

ô= pmaxfDH(p; c) +DL(p; c); 1g

+ cCH(p; c)Ä F (20)

と表される．ここに，Fは企業の固定費用である．企業

の正の利潤を保証するためにuL > Fを仮定する．企業

の利潤 大化行動として，サービス料金pを決定する問

題を考えよう．0 î p î uLが成立する範囲の中で，各

タイプの家計のサービス需要と期待キャンセル数は

DH(p; c) = q (21a)

DL(p; c) = 1Ä q (21b)

CH(p; c) = 1Ä q (21c)

となる．条件サービス需要が一定であるため，0 î p î
uLの範囲の中で，サービス料金 pを大きくするほど，利

潤 (20)は増加する．サービス料金pがuLより大きくな

れば，タイプLの家計はサービスを購入しない．仮定

(3c)より，企業の利潤が減少する．したがって，均衡

サービス料金はpÉ= uLとなる．厳密に言えば，サービ

ス料金がuLの場合，タイプLの家計は，サービスの消

費と，留保効用" = 0の消費の間で無差別となる．した
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がって，タイプLの家計のサービス消費を確実にする

ためには，均衡サービス料金をuLより，わずかに小さ

い値に設定すればいい．情報の経済学の伝統に従って，

均衡サービス料金を近似的にuLと表現する1)．以下の

議論では，この用法を用いることとする．誘因両立条

件 (10b),(16b)は

q(1Ä h)éÄ (1Ä q)c ï 0 (22a)

Ä(1Ä q)c < 0　 (22b)

と表される．ただし，é= uH ÄuLである．タイプLの

誘因両立条件 (22b)は自動的に満足される．均衡サービ

ス料金がpÉ= uLに決定された場合，企業利潤 (20)は

ô= uL + c(1Ä q)Ä F (23)

と表される．したがって，企業の利潤 大化行動は，キャ

ンセル料金 大化問題（問題１）

max
c
c (24a)

subject to

q(1Ä h)éÄ (1Ä q)c ï 0　 (24b)

c î p　 (24c)

に帰着する．条件 (3c)より常に
q(1Äh)
1Äq é< uLが成立す

るため，式 (24c)は常に満足する．以上の結果として求

まる均衡キャンセル料金 cÉは

cÉ=
q(1Ä h)
1Ä q é (25)

と表される．ただし，均衡キャンセル料金に関しても，

家計の選択肢間の無差別性を避けるために，cÉよりも

わずかに小さい値に設定することが必要となる．また，

q = 1の時は，タイプHの家計がキャンセルしないの

で，キャンセル料金は 0 î c î uLを満足する任意の値

をとりうる．

以上では，誘因両立条件が成立するという条件の下

で実現する市場均衡について議論した，以下，誘因両

立条件の下で成立する市場均衡を予約均衡òと呼ぶ．ま

た，均衡サービス料金pÉと均衡キャンセル料金 cÉの組

(pÉ; cÉ)を，予約均衡料金パラメータと呼ぶ．なお，３．

（１）において，仮定 (3a),(3b),(3c)が有する意味のみを

説明し，具体的な説明を留保していた．以上の予約均

衡に関する議論に基づいて，これら３つの仮定の意味

を改めて具体的に説明しておく．仮定 (3a)は，タイプ

Hの家計によるキャンセル数 1 Ä qよりも，時点 t = 1

においてサービスの購入意思を持つタイプLの家計数

qQの方が多く，サービスの購入できない家計が存在す

るための条件である．仮定 (3b)より，均衡サービス料

金pÉ = uLの下で，留保効用が" = "に確定した場合，

" Ä cÉ > uH Ä pÉが確定するため，タイプHの家計は

予約をキャンセルすることが保証される．つぎに，企

業がサービス料金を均衡料金pÉ = uLより大きい料金

uL < p̂ î uHを採用した場合を考えよう．企業は追

加利益 q(p̂ Ä uL) î qéを獲得するが，一方で，タイプ

Lの家計による利益uL(1 Ä q)を失う．仮定 (3c)より，

q(p̂ÄuL) î qé< uL(1Ä q)が成立する．すなわち，仮

定 (3c)は，企業が２つのタイプにサービスを販売する

方が，タイプHの家計のみにサービスを販売する方が，

より利潤が大きいことを保証する条件であることが理

解できる．すなわち，仮定 (3a),(3b),(3c)は，予約シス

テムが成立するための必要条件を表している．しかし，

予約均衡òが成立するためには，仮定 (3a),(3b),(3c)の

下で，企業が予約システムを導入する誘因を持たなけ

ればならない．予約システムの導入に関する企業の誘

因問題に関しては，改めて４．（４）で議論する．

（５）予約均衡における経済厚生

予約均衡òにおける各主体の経済厚生を評価しよう．

タイプHの全家計が獲得する期待総消費者余剰は，式

(9)より

EWÉ
H = Y + qé+ (1Ä q)("Ä cÉ) (26)

と表される．同様に，タイプLの全家計が獲得する期

待総消費者余剰は，式 (15)より

EWÉ
L = QY + (1Ä q)Q" (27)

と表される．一方，企業が獲得する利潤ôÉは

ôÉ= uL + (1Ä q)cÉÄ F (28)

となる．したがって，社会的総余剰SWÉは

SWÉ= (1 +Q)Y + qé+ (1Ä q)(1 +Q)"

+ uL Ä F (29)

と表せる．ただし，é= uH Ä uLである．

４．予約システムの経済便益

（１）予約システムのオプション構造

予約システムのオプション構造を明確にするために，

均衡サービス料金pÉを，均衡キャンセル料金 cÉと残余

料金pÉÄ cÉに分解しよう．家計がサービスを予約した

段階で，将来サービスを利用するか，あるいはキャンセ

ルするかに関わらず，少なくともキャンセル料金 cÉを

負担しなければならない．この意味で，家計がサービ

スを予約した時点で，キャンセル料金 cÉはサンク（支

払いが確定）する．さらに，時刻 t = 1で，留保効用が

0の場合は，追加的にpÉÄ cÉを支払ってサービスの利

用権を行使することにより，効用uHを獲得できる．す

なわち，追加支払額pÉÄ cÉは，オプションの行使価格

に他ならない．一方，時点 t = 1において，留保効用"

が確定した場合，家計はサービスの利用権を放棄する．

すでに，キャンセル料金 cÉは支払っており，結果的に純
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効用"を得る．このように考えれば，サービスの予約と

は，１）サービス利用による効用uH Ä pÉ+ cÉと，２）

キャンセルすることによる効用"を獲得するという２つ

の選択肢を有する予約オプションをキャンセル料金 cÉ

を支払って購入することと解釈できる．予約オプション

の経済価値（以下，予約オプション価格と呼ぶ）は

W = q(uH Ä pÉ+ cÉ) + (1Ä q)"

= qé+ (1Ä q)"+ qcÉ (30)

で表される．家計がサービス予約を行うためには，予約

オプション価格がキャンセル料金以上でなければなら

ない．すなわち，タイプHの家計の誘因両立条件 (10a)

が成立しなければならない．

均衡キャンセル料金 cÉは，式 (25)で与えられる．均

衡キャンセル料金は，購入可能確率hに関して線形関数

であり，購入可能確率hが増加するほど，均衡キャンセ

ル料金は減少する．購入可能確率h = 0の時，均衡キャ

ンセル料金は 大値

cÉ=
q

1Ä qé (31)

をとる．h = 0の場合，サービスを予約しない限り，時

点 t = 1でサービスを購入できない．この場合，

W Ä cÉ= qé+ (1Ä q)"Ä (1Ä q)cÉ

= (1Ä q)" > 0 (32)

が成立し，均衡キャンセル料金は予約オプション価格

より小さい値にとどまる．また，タイプHの家計の期

待総消費者余剰 (26)は

EWÉ
H = Y + (1Ä q)" (33)

と書き直すことができる．すなわち，家計がサービス

予約をする誘因を持つために，家計に正の消費者余剰

が発生する．家計が獲得する消費者余剰は，家計が自

分のタイプを顕示するために必要となる情報レント1)

に他ならない．一方，h = 1の場合は，時点 t = 1でも

サービスが購入可能な場合を意味する．この場合，時点

t = 1で購入可能であることが確定しているため，キャ

ンセル料金を徴収すれば誰もサービスの予約をしない．

（２）社会的最適化問題

本研究で対象とするサービス市場においては，企業

が家計のタイプと留保効用に関する情報を持たないと

いう２種類の情報の非対称性が存在する．企業は，予

約システムを導入することにより，１）家計のサービス

予約行動を通じて，タイプに関する情報を，２）サービ

スのキャンセル行動を通じて，留保効用に関する情報

を獲得することが可能となる．このような予約システ

ムの下で実現する予約均衡òにより，社会的 適なサー

ビス割り当てが可能かどうかを分析する．

いま，家計のタイプと留保効用に関する情報が，政府

にとって利用可能であると仮定しよう．家計を１）タイ

プHで留保効用が 0（サブタイプ (H; 0)），２）タイプH

で留保効用が"（サブタイプ (H; 1)），３）タイプLで留

保効用が0（サブタイプ (L; 0)），４）タイプLで留保効

用が"（サブタイプ (L; 1)）という４つのサブタイプに分

類しよう．さらに，サブタイプ (H; 0); (L; 0)の家計は，

１）サービスを価格pで購入し効用ui Ä p (i = H;L)
を獲得する，２）サービスを購入せず留保効用 0を獲得

するという選択肢が利用可能である．一方，サブタイ

プ (H; 1); (L; 1)の家計は，上述の２つの選択肢に加え

て，留保効用"を獲得するという３つの選択肢が利用可

能である．ここで，タイプHの家計の中で，サブタイ

プ (H; 0); (H; 1)の家計のサービス購入数をx0H ; y
1
Hと表

す．また，留保効用"を獲得する家計数をx1Hと表す．一

方，タイプLの家計に関しても，サービスを購入する

家計数をx0L; y
1
L，留保効用"を獲得する家計数をx1Lと表

そう．この時，社会的厚生 ^SWは

^SW = (1 +Q)Y + (x0H + y
1
H)(uH Ä p) + x1H"　

+ (x0L + y
1
L)(uL Ä p) + x1L"

+ p(x0H + y
1
H + x

0
L + y

1
L)Ä F (34)

と表される．上式右辺の第２項，第３項はタイプHの

家計の効用，第４項，第５項はタイプLの家計の効用，

第６項は企業の利益，第７項は固定費用である．上式

において，企業利益に関する項は互いにキャンセルア

ウトされる．社会的 適化問題は

max
x0
H
;x1
H
;x0
L
;x1
L
;y1
H
;y1
L

f(x0H + y1H)uH + x1H"

+(x0L + y
1
L)uL + x

1
L"Ä Fg (35a)

subject to

x0H î q (35b)

x1H + y
1
H î 1Ä q (35c)

x0L î qQ (35d)

x1L + y
1
L î (1Ä q)Q (35e)

x0H + x
0
L î 1 (35f)

と定式化できる．ただし，仮定 (1),(3b)より，0 < uL <

uH < "が成立する．制約条件 (35b)-(35e)は，タイプ

(H; 0); (H; 1); (L; 0); (L; 1)の家計数が，それぞれ q; 1Ä
q; qQ; (1Ä q)Qであることを表している．条件 (35f)は

サービスの供給制約を表す．この問題の 適解は，
(

x0H = q; x1H = 1Ä q; y1H = 0

x0L = 1Ä q; x1L = (1Ä q)Q; y1L = 0
(36)

となることが容易に示される（付録 I参照）．社会的

適化問題における家計のサービス割り当てパターンは，

予約均衡òにおける家計のサービス割り当てパターンに

一致する．すなわち，予約システムを導入することに
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より，社会的に 適な家計のサービス割り当てが実現

する．社会的 適化問題では，サービス料金は一意的

に決定できない．すなわち，予約均衡òにおけるサービ

ス料金，キャンセル料金は，家計と企業の間の所得移

転の問題であり，社会的厚生に影響を及ぼさない．こ

こに，以下の命題１が成立する．

命題１　基本モデルの仮定の下では，予約均衡òにより，

社会的に 適な家計のサービス割り当てを実現できる．

キャンセル料金は，社会的厚生に影響を及ぼさない．

なお，伝統的なAS問題では，プリンシパルがエー

ジェントの私的情報を獲得するための情報レントが発

生するために，エージェントの行動水準がファースト

ベストの水準より低下し，セカンドベストに止まる1)．

また，複数エージェントが存在するAS問題では，エー

ジェントのタイプに完全相関が存在する場合，レント

をエージェントに与えずにファーストベストが達成さ

れることが知られている36)．しかし，基本モデルでは，

エージェントが行動水準を選択するという問題が存在

せず，サービスを購入するか否か（契約に参加するか

否か）に関する選択が可能のみである．その結果，家計

に情報レントが発生するが，それは単に企業と家計の

所得移転にすぎず，予約システムを導入してもファー

ストベストが達成される．

（３）予約システムの経済価値

予約システムの経済価値を評価するために，予約シ

ステムが導入されない基準状態における市場均衡（基

準均衡òéと呼ぶ）を定義する．基準状態では，サービス

の事前予約は許されず，時点 t = 1にサービスが取引さ

れる．サービスの供給量が制約されており，サービス

を家計に割り当てるメカニズムが必要となる．ここで，

家計にサービスを確率的に割り当てる「確率的割り当

てメカニズム」を想定しよう．サービスの割り当ては，

以下の手順で実施される．企業が家計にサービス料金 p

を通知する．家計は，企業にサービス購入の意思を顕

示する．企業は，サービス購入の申し込みリストの中

から，くじによりサービスの購入者を決定する．

予約システムの経済便益を分析するために，予約シ

ステムが成立するための条件 (3a),(3b),(3c)が成立する

場合を考える．仮定 (3a)より，サービスの供給量を上

回る購入申し込みが存在する．仮定 (3c)より，企業は

タイプLの家計にも，サービスを販売する意思を持つ．

したがって，企業は条件 (16a)を満足する範囲の中で，

大のサービス料金を設定する． 適なサービス料金

péはpé = uLとなる．サービスの購入申し込みをした

家計が，実際にサービスを購入できる確率héは

hé=
1

q(1 +Q)
(37)

と表される．分母 q(1 +Q)は，タイプHとタイプLの

総家計数 1 + Qの内，時点 t = 1において留保効用が

" = 0となった家計数を表す．

サービスの割り当てが確率的に行われるため，タイ

プHの家計が獲得する効用は，

V éH =

8

>

<

>

:

Y +é " = 0かつ購入できた時

Y " = 0かつ購入に失敗した時

Y + " " = "の時

(38)

と表される．ただし，é= uH ÄuLである．また，各効

用値を獲得する家計数の期待値は，それぞれ
8

>

<

>

:

héq V éH = Y +é

(1Ä hé)q V éH = Y

(1Ä q) V éH = Y + "

(39)

となる．タイプHの家計が獲得する期待効用EUéHは

EUéH = qh
éé+ (1Ä q)" (40)

となる．したがって，タイプHの家計が獲得する期待

総消費者余剰EWéは

EWé
H = Y + qh

éé+ (1Ä q)" (41)

となる．つぎに，タイプLの家計が獲得する効用は，

V éL =

8

>

<

>

:

Y " = 0かつ購入できた時

Y " = 0かつ購入に失敗した時

Y + " " = "の時

(42)

と表される．また，各効用値を獲得する家計数の期待

値は，それぞれ
(

qQ V éL = Y

(1Ä q)Q V éL = Y + "
(43)

と表される．したがって，タイプLの家計が獲得する

期待総消費者余剰は

EWé
L = QY + (1Ä q)Q" (44)

となる．一方，企業が獲得する利潤ôéは

ôé= uL Ä F (45)

となる．したがって，社会的総余剰SWéは

SWé= (1 +Q)Y + héqé

+ (1Ä q)(1 +Q)"+ uL Ä F (46)

と表せる．

３．（５）では予約均衡òにおける経済厚生を，本節で

は基準均衡òéにおける経済厚生を評価した．予約シス

テムの導入便益を評価するためには，予約均衡òにおけ

る購入可能確率hを具体的に導出する必要がある．購入

可能確率hに関しては，家計が他の家計のタイプに関し

て，どのような情報を有しているかに依存して，複数

の定義を考えることができる．複数エージェントを考

10



表－２ 予約システムÄの経済便益
経済主体 予約均衡ò 基準均衡òé 導入便益

タイプHの家計 Y + qhé+ (1Ä q)" Y + qhéé+ (1Ä q)" 　 (hÄ hé)qé(< 0)　
タイプLの家計 QY + (1Ä q)Q" QY + (1Ä q)Q" 0

企業 uL + (1Ä q)cÉÄ F uL Ä F (1Ä q)cÉ(> 0)
社会的厚生 (1 +Q)Y + qé+ uL Ä F (1 +Q)Y + héqé+ uL Ä F (1Ä hé)qé(> 0)

+(1Ä q)(1 +Q)" +(1Ä q)(1 +Q)"
注）第２行，第３行は，それぞれタイプH，タイプLの家計の期待総消費者余剰を表す．第４行は企業

の利潤を，第５行は社会的厚生を表している．また，第２列は予約均衡ò，第３列は基準均衡òéにおける

各主体の経済厚生を表す．第４列は，予約システムを導入することによる経済厚生の変化を示す．

慮したASモデル1)では，家計が他の家計のタイプに関

する情報を知らない中間段階 (interim)と，家計が他の

家計のタイプに関する情報を知った事後段階 (ex post)

のいずれの状況を想定するかによって均衡解が異なる

ことが知られている34);35)．いま，はじめて予約システ

ムが導入された時点を考える．家計は他の家計のタイ

プに関する情報を持たず，購入可能確率hに関する信念

として，基準均衡òéにおける購入可能確率héを想定し

ている場合を考えよう．このような中間段階では，基

本モデルの購入可能確率としてh = héを定義すること

ができる．一方，予約システムが導入されて十分な時

間が経過し，家計が他の家計のタイプに関する情報を

獲得した事後段階を考えよう．この場合，購入可能確

率は，タイプLの家計数Qと消費確率 qを用いて，

h =
1Ä q
qQ

(47)

と表すことができる．一般に，複数エージェントを対

象としたASモデルでは，家計が異なる信念を形成した

複数均衡解が存在するが33)，本研究では，家計は繰り

返しサービスを利用することにより，事後的段階にお

ける購入可能確率を知っていると仮定しよう．

事後的段階における購入可能確率を用いて定義した

予約均衡òの経済厚生を用いて，予約システムの導入便

益を評価した．その結果を，表－２に一括して整理して

いる．表－２の第２列には，予約均衡òにおける各主体

の経済厚生を，第３列には基準均衡òéにおける経済厚

生を示している．第４列には，予約均衡òと基準均衡òé

における経済厚生の差を評価している．第４列が正に

なる場合，予約システムを導入することにより，経済厚

生が改善されることを意味する．同表より，予約システ

ムを導入することにより，企業の利潤は常に増加する．

この利潤の増加分は，キャンセル料金収入によること

が理解できる．予約システムの導入により，利潤が増加

するため，企業は予約システムの導入インセンティブ

を持つことが理解できる．さらに，予約システムを導

入することにより，社会的厚生も増加する．社会的厚

生の増加量は (1Ähé)qéとなり，タイプHの家計に優先

的にサービスを割り振ることによる期待効用の増加分

に一致する．タイプHの家計に優先的にサービスが割

り当てられることにより，タイプLの家計がサービス

を消費する機会は損なわれることになる．しかし，予

約均衡ò，および基準均衡òéの双方において，サービス

料金がタイプLの家計の効用水準とほぼ一致するよう

に設定されている．このため，タイプLの家計がサー

ビスを購入することにより獲得できる期待効用は0であ

る．したがって，タイプLの家計がサービス購入から

締め出されることにより発生する機会損失は 0となり，

タイプLの家計の厚生は変化しない．

つぎに，予約システムの導入によるタイプHの家計

の厚生について分析しよう．家計の期待総消費者余剰

(33),(41)を比較することにより，予約システムの導入

によるタイプHの家計の経済厚生の変化は，

(hÄ hé)qé (48)

と表される．一方，予約システムが成立するためには，

条件 (3a)が成立しなければならない．したがって，

h < hé (49)

が成立する（付録 II参照）．すなわち，予約システムの

導入により，タイプHの家計の経済厚生は必ず低下す

る．以上の知見を，以下の命題２としてとりまとめる．

命題２　予約システムÄの導入により，企業の利潤，お

よび社会的厚生は改善するが，タイプHの家計の経済

厚生が低下する．また，タイプLの家計は，サービス

利用の機会が低下するが，経済厚生は変化しない．

命題２は，予約システムの導入に対する一般的な期

待とは異なり，少なくとも本研究の枠組みにおいては，

予約システムの導入は家計の経済厚生の悪化をもたらす

ことを主張している．タイプHの家計の経済損失 (hÄ
hé)qéは，基準均衡òéにおいて，キャンセル料を支払わ

ずに価格pÉ= pé= uLでサービスを購入した家計の期

待総消費者余剰héqéと，予約均衡òにおいてサービスを

予約しないで当日購入する場合における期待総消費者

余剰hqéの差と一致する．４．（１）で言及したように，

家計は予約システムの導入により情報レントという正

の消費者余剰を獲得する．しかし，予約システムを導

入した場合，事後的段階における購入可能確率hが基
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準均衡òéにおける購入可能確率héより減少する．この

ため，サービスを予約するかどうかを判断するための

比較対象となる期待効用EUHが，基準均衡òéにおける

期待効用EUéHより低下しており，それが予約均衡òに

おける家計の経済厚生の減少となって現れる．以上で

は，家計が購入可能確率に関する事後段階の信念を獲

得していること想定していた．家計が中間段階の信念

héを有している場合，予約システムの導入によりタイ

プHの家計の経済厚生は変化しない．しかし，予約シ

ステムの導入から一定程度の時間が経過し，家計が事

後段階における購入可能確率hを学習したとしよう．さ

らに，企業がこのことを利用してキャンセル料金を増

加させれば予約均衡òが実現し，タイプHの家計の経済

厚生は基準均衡òéより低下する．

予約システムには，優先割り当て便益以外にも，取

引費用縮減便益や混雑回避便益が存在するため，命題

２より直ちに予約システムが家計の厚生悪化をもたら

すと結論づけることはできない．しかし，予約システム

が，家計の誘因両立料金を用いて，家計にサービスの優

先的な割り当てを行うメカニズムである以上，予約シ

ステムの取引費用縮減便益や混雑回避便益が存在した

としても，企業から家計への所得移転が発生し，結果

的に家計の厚生が減少する可能性を否定できない．本

研究では危険中立的な家計，企業を想定している．こ

の場合，命題１に示したように，キャンセル料金は企

業と家計の間の所得移転にすぎず，社会的厚生に影響

を及ぼさない．予約システムにより家計の経済厚生を

改善させるためには，料金規制政策の導入が必要とな

るが，それに関しては５．で考察する．

（４）企業の誘因条件

命題２は，サービスの料金パラメータが誘因両立条

件 (10a),(10b), (16a),(16b)を満足する場合に成立する．

この命題が成立するためには，企業が利潤 大化行動

を通じて，予約システムを必ず採用することを確認し

ておく必要がある．命題２に示したように，企業は予約

システムを導入することにより，基準均衡òéの場合よ

りも利潤を増加させることが可能である．しかし，企

業が予約システムを導入する誘因をもつためには，予

約均衡òの場合よりも，企業が利潤を大きくできるよう

な市場均衡が存在しないことが条件となる．

誘因両立条件 (10a),(10b),(16a),(16b)が成立しない

場合として，１）(p; c) 2 äH ; (p; c) 2 ä
c
L，２）(p; c) 2

äcH ; (p; c) 2 äL，３）(p; c) 2 äcH ; (p; c) 2 ä
c
Lが成立す

る３つのケースが存在する．ただし，上付き添え字 cは，

補集合を表す．まず，１）のケースに着目しよう．条件

(16a)が成立すれば，条件 (16b)は，自動的に満足され

る．そこで，p > uLが成立すると仮定しよう．この場

合，タイプLの家計は，サービスを購入しない．タイプ

Hの家計は，サービスを確実に購入できることが判っ

ているため，キャンセル料を負担してまでもサービス

を予約しようとしない．仮定 (3c)より，企業がp > uL

となる価格を設定すれば利潤が減少する．つぎに，２）

のケースをとりあげよう．この場合，タイプH，Lの家

計は，ともにサービス予約をしない．したがって，基

準均衡òéが実現する．この場合，予約均衡òより利潤が

減少する． 後に，３）の場合は，タイプLの家計が

サービスを購入せず，タイプHの家計もサービスを予

約しない．以上の結果より，企業は予約システムを導入

することにより，利潤を 大にすることが可能であり，

企業は予約システムを導入する誘因を持つことが保証

される．すなわち，仮定 (3a)-(3c)が成立する場合，企

業は利潤 大化行動の結果として予約システムÄを導入

し，命題２が成立することとなる．

条件 (3a)-(3c)は，予約システムが実現するための必

要条件であるが，同時に十分条件であることを確認し

よう．そこで，これらの条件が成立しないと仮定しよ

う．条件 (3a)が成立しない場合，サービスの売れ残り

が発生する．家計は予約しなくても確実にサービスが

購入できることが判明している場合，家計はサービス

を予約しない．条件 (3b)が成立しない場合，タイプH

とタイプLの家計が，ともにサービスの予約を試み，か

つキャンセルをしない．すなわち，基準均衡òéにおい

て，時点 t = 1において発生するサービス獲得競争が，

留保効用が確定していない時点 t = 0で発生することに

なる．したがって，予約システムが機能しない．条件

(3c)が成立しない場合，企業はタイプHの家計のみに

サービスを販売することにより，予約均衡òの場合より

利潤を増加させることができる．かつ，タイプHの家

計は，必ずサービスが購入できることが判っているた

め，サービス予約をしない．したがって，時刻 t = 1に

おいて，タイプHの家計のみがサービスを購入するこ

ととなる．すなわち，３つの条件の内，１つでも成立

しない場合には，予約システムが成立しない．したがっ

て，条件 (3a)-(3c)は，誘因両立的に予約システムが実

現するための必要十分条件であることが理解できる．

（５）比較静学分析

基本モデルの外生パラメータが，各主体の経済厚生

に及ぼす影響について分析する．予約均衡òにおける各

主体の経済厚生と社会的厚生を
8
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:

EWÉ
H = Y + qhé+ (1Ä q)"

EWÉ
L = QY + (1Ä q)Q"

ôÉ= uL + q(1Ä h)éÄ F
SWÉ= (1 +Q)Y + qé+ uL Ä F

+(1Ä q)(1 +Q)"
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表－３　予約システムÄに関する比較静学分析の結果
経済主体 q uH "
EWÉ

H Ä é
Q Ä " (< 0) qh (> 0) 1Ä q (> 0)

EWÉ
L ÄQ" (< 0) 0 (1Ä q)Q (> 0)

ôÉ qQÄ1+2q
qQ (> 0) 0 　0　

SWÉ 　éÄ (1 +Q)" (< 0)　 q (> 0) (1Ä q)(1 +Q) (> 0)
ÅEWÉ

H
(1Ä2q)(1+Q)
qQ(1+Q) é (hÄ hé)q (< 0) 0

ÅEWÉ
L 0 0 0

ÅôÉ (1Ä h)é(> 0) 0 0
ÅSWÉ é(> 0) 　　　 (1Ä hé)q (> 0)　　　 　　0　　

注）第２行，第３行，第４行は，それぞれタイプH，タイプLの家計の期待総消費者余剰，企業

利潤を，第５行は社会的厚生を表している．さらに，第６行以下は，予約システム導入による各

主体の経済厚生，および社会的厚生の変化を表している．また，第２列は q，第３列はuH，第４

列は，"に関する比較静学であることを示す．下付き添え字は当該変数による偏微分を表す．比較

静学における符号の評価過程に関しては，付録 IIIを参照して欲しい．

と表そう．また，予約システムの経済便益を
8
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>
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>

<

>

>

>

>

:

ÅEWÉ
H = (hÄ hé)qé

ÅEWÉ
L = 0

ÅôÉ= q(1Ä h)é
ÅSWÉ= (1Ä hé)qé

(50)

と表そう．この時，消費確率 q，タイプHの効用uH，留

保効用"が，これらの経済便益指標に及ぼす便益を表－

３に一括して整理している．他のことを一定にして，消

費確率hが小さくなるほど，また，タイプHの効用uH

が大きくなるほど，留保効用"が大きくなるほどタイプ

Hの家計厚生EWHは大きくなる．このことは，uH < "

の仮定より，消費確率，留保効用が大きくなるほど，キャ

ンセルする家計の効用が増加するためである．同じ理

由により，消費確率が低くなるほど，留保効用が大き

くなるほどタイプLの家計厚生も大きくなることがわ

かる．さらに，消費確率 qが増加すれば，式 (25)より，

キャンセル客数は減少するが，それ以上にキャンセル

料金が増加するため，結果として企業利潤が増加する．

しかし，他のパラメータは企業利潤に影響を及ぼさな

い．そして，消費確率の減少やタイプHの効用の増加，

留保効用の増加は社会厚生の増加をもたらす．

さらに，q < 0:5の場合，消費確率の増加は，すべて

の主体に対して予約システムの経済便益を増加させる．

消費確率が大きくなるほど，サービスを消費する家計

が増加するためである．しかし，q ï 0:5となる場合，q

の増加により期待キャンセル料金の支払い額が増加し，

結果としてタイプHの家計効用が減少する結果となる．

タイプHの家計のサービス効用が増加すれば，サービ

ス消費による消費者余剰は増加するが，それ以上に企

業が設定するキャンセル料金が大きくなる．その結果，

タイプHの家計が享受する予約システムの便益は減少

する．ただし，キャンセル料金は，家計から企業への所

得移転であり，家計のサービス効用が増加するため社

会的厚生は増加する．uHが大きくなって"に近づけば，

タイプHの家計が享受する予約システムのメリットが

小さくなる．その一方，社会全体にとってはサービス

を利用する家計の効用が増加するため，予約システム

の経済便益は大きくなる．

５．拡張モデル

（１）基本モデルの拡張方針

以上では，単一のサービス市場を提供する独占市場

を対象として，予約システムの導入がもたらす経済便

益を分析した．その結果，命題１，および命題２で示

したように，予約システムの導入は社会的厚生の改善

をもたらす．しかし，予約システムの導入により，企業

は家計のタイプと留保効用に関する情報を獲得できる

ようになる．このため，企業はキャンセル料金の設定

を通じて，家計の社会的余剰を吸収することが可能と

なり，家計の経済厚生が逆に低下することが判明した．

以下では，まず５．（２）において，基本モデルの枠組

みを拡張し，企業が２種類の供給制約のあるサービス

を提供する市場においても，２つの命題が成立するこ

とを明らかにする．一般に，予約システムの経済便益

として，需要平準化便益が指摘されている．すなわち，

予約システムの導入により，１）予約システムを導入

することにより，ピーク需要を削減し，２）緊急度の高

い家計に，優先的にサービスを割り当てることが可能

となる．本研究では，サービスの供給量にあらかじめ

制約が存在する市場を想定しているため，たとえば道

路混雑のような混雑現象は発生しない．サービス利用

に関する競合性，排除可能性が成立するようなサービ

ス市場では，企業が複数のサービスを提供する場合で

も，依然として命題１，命題２が成立することを明ら

かにする．つぎに，５．（３）では，サービス料金規制政

策をとりあげる．その際，企業の予約システム導入に

対する誘因条件を確保した上で，家計の総消費者余剰

を 大にするような料金規制政策を求める．その上で，

13



予約システムの導入により，家計の経済厚生を改善さ

せるためには，キャンセル料金規制策が有効であるこ

とを明らかにする． 後に，５．（４）では，本研究で

得られた知見がいくつかの仮定の下でのみ成立するこ

とを確認し，今後に残された課題について考察する．

（２）需要平準化便益

基本モデルを拡張し，２種類の垂直的に差別化され

たサービスが提供される独占市場を考えよう．それぞ

れのサービスをサービスA，サービスBと呼ぶことと

する．各サービス市場の供給量に制約が存在する．い

ずれのサービスも，供給量の上限は 1である．家計は２

種類のサービスの内，１つのみを選択することが可能

である．基本モデルの仮定とは異なり，タイプHの家

計はサービスAの利用にのみ高い効用を持つと考える．

すなわち，タイプHの家計の効用は
8

>

<

>

:

~uH サービスAを利用する場合

0 サービスBを利用する場合

0 サービスを利用しない場合

(51)

と表される．タイプLの家計は，サービスの選択に対

して無差別であり，家計の効用は
8

>

<

>

:

~uL サービスAを利用する場合

~uL サービスBを利用する場合

0 サービスを利用しない場合

(52)

と表される．タイプ２の家計数は十分大きくQである

と仮定しよう．さらに，家計の効用構造に関する情報

は，すべての家計，企業の共有情報になっている．

各タイプの家計の，意思決定行動を図－２に示して

いる．拡張モデルの意思決定構造は，基本モデルと同

一であるが，１）時点 t = 0では，サービスAとサービ

スBに関して予約が可能である，２）時点 t = 1におい

て，サービスA，サービスB，および留保効用という３

つの選択肢がある点のみが異なっている．２つのサービ

ス料金は同一の値pとなるように料金規制されており，

キャンセル料金も cに固定されている．

タイプHの家計行動に着目する．タイプHの家計は，

サービスAのみを消費する．基本モデルと同様に家計

行動をモデル化できるので，ここでは結果のみを示そ

う．時点 t = 0でサービスを予約したタイプHの家計

が，サービスAを予約した場合の期待効用 ~EV Hと，予

約しなかった場合の期待効用 ~EUHは，それぞれ

~EV H = q(~uH Ä p) + (1Ä q)("Ä c) (53a)

~EUH = (1Ä q)"+ q~h(~uH Ä p) (53b)

と表される．また，タイプHの家計の誘因両立条件は

q(1Ä ~h)(~uH Ä p)Ä (1Ä q)c ï 0 (54)

と表される．ただし，~hは，複数サービス市場における

購入可能確率である．次に，タイプLの家計に関して

購入不可(確率1-ｈ)

t=0 t=1

サービスA
を予約する

予約しない

キャンセル

利用する

利用する

利用しない

ui - p

ε- c

ε

ui - p

0
購入可能(確率ｈ)

サービスB

を予約する

～

uL- p～-pまたは

ε- c

0

uL- p～-pまたは

～

～

～

利用する

キャンセル

図－２　家計の意思決定構造（複数サービス市場）

は，サービスAとサービスBの双方が利用可能である．

この点を除いて，タイプLの家計のサービス利用行動

は，基本モデルの場合と同じであり，時点 t = 0で評価

したサービス予約をした場合の期待効用 ~EV Lと，予約

をしなかった場合の期待効用 ~EULは，それぞれ

~EV L = q(~uL Ä p) + (1Ä q)("Ä c) (55a)

~EUL = (1Ä q)"+ q~h(~uL Ä p) (55b)

と表せる．また，タイプLの家計が，予約システムを

利用しないための条件は，

~uL Ä p ï 0 (56a)

q(1Ä ~h)(~uL Ä p)Ä (1Ä q)c < 0 (56b)

と表される．また，条件 (54),(56a),(56b)を満足するよ

うな誘因両立的料金パラメータの集合を

~ä= f(p; c) 2 R2+j式 (54); (56a); (56b)が成立 g(57)

と定義する．また，誘因両立的料金パラメータを採用

するようなメカニズムを予約システム~Äと呼ぶ．タイプ

Lの家計数Qは十分に多く，

Qq > 2Ä q (58)

が成立すると考えよう．すなわち，タイプLの家計の

中で，時点 t = 1においてサービスA，Bのいずれも購

入できない家計が発生する．誘因両立料金パラメータ

(p; c) 2 ~äの下で，タイプ i (i = H;L)の家計のサービ

ス j (j = A;B)に対する集計的需要関数 ~Dji (p; c)は
8

>

>

>

>

<

>

>

>

>

:

~DAH(p; c) = q (p; c) 2 ~ä
~DBH(p; c) = 0 (p; c) 2 ~ä
~DAL (p; c) = 1Ä q (p; c) 2 ~ä
~DBL (p; c) = 1 (p; c) 2 ~ä

(59)

と表される．なお，タイプHの家計は，サービスAを

予約するが，キャンセル数 ~CAH(p; c) = 1Äqが発生する．
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つぎに，サービス購入可能確率を定義するために，時点

t = 1における割り当てメカニズムを以下のように定義

する．時点 t = 1で，タイプLの家計が購入希望のサー

ビスを顕示する．この時，タイプLの家計は，サービス

Aの予約状況に関する情報を持たないと考える．タイ

プLの家計のうち，qQ=2がサービスAを qQ=2がサー

ビスBの購入を顕示する．qQ=2 < 1の場合，サービス

Bに売れ残りが発生する．この場合，第１段階にサー

ビスAを購入できなかった家計に対して，抽選でサー

ビスBが割り当てられる．以上で想定したメカニズム

は，企業が予約状況に関する情報を公表せず，タイプL

の家計が自分が希望表明したサービスの購入可能確率

を過去の経験に基づいて学習するとともに．他のサー

ビスの購入可能確率も同じ確率であるという近視眼的

な期待を有しているという非常に素朴な状態を仮定し

ている．このようにタイプLの家計が，購入可能確率

に関して近視眼的な期待を有しているため，サービス

Aに過大な需要が発生している．もちろん，企業が予

約情報を提供することにより，ピーク需要を分散させ

ることも可能である．しかし，本研究では，顕示メカ

ニズムによる需要平準化便益を分析することを目的と

しており，以上のような単純な割り当てメカニズムを

採用することとする．以上のような割り当てメカニズ

ムを想定すれば，予約均衡~òにおけるサービスAの事後

的段階の購入可能確率は，

~h =
2(1Ä q)
qQ

(60)

と表される．図－３には，予約システムの導入により需

要平準化が達成された結果を示している．効用の異質性

に関する仮定 (51),(52)より，タイプHの家計は，サー

ビスAの効用のみが大きい値を持っている．従って，市

場均衡においては，タイプHのすべての家計がサービ

スAを消費する．一方，タイプLの家計は，サービスA

とサービスBの消費に関して無差別であり，かつタイ

プLの家計より小さい効用を有している．タイプLの

家計は，サービスAとサービスBの双方に割り当てら

れることになる．このように，タイプHの家計にサー

ビスAが優先的に割り当てられることにより，サービ

ス割り当ての効率性が増加する．すなわち，需要平準

化便益が発生する．

企業が利潤 大化原理により，誘因両立料金パラ

メータを決定する問題を考えよう．誘因両立条件

(54),(56a),(56b)が成立する場合，企業利潤は

~ô= pmax

8

<

:

X

i=H;L

X

j=A;B

~Dji (p; c); 1

9

=

;

+ c ~CAH(p; c)Ä F (61)

と表される．基本モデルと同様の議論により，条件 (56a)

予約均衡 通常均衡

q

1-q

1
2 1Q +

2
2 1

Q
Q +

1

サービス割当

タイ

プH

タイ
プL

凡例

図－３　需要平準化の結果

より， 適サービス料金は~pÉ= ~uLとなる．企業の利潤

大化問題（問題２）は，基本モデルと同様に

max
c
c (62a)

subject to

q(1Ä ~h)~éÄ (1Ä q)c ï 0 (62b)

c î p (62c)

と表せる．ここに~é= ~uH Ä ~uLである． 適キャンセル

料金~cÉは

~cÉ=
q(1Ä ~h)
1Ä q

~é (63)

と表される．

つぎに，予約システムがない場合における基準均衡

~òéを求めよう．基準均衡~òéにおけるサービス割り当て

メカニズムを以下のように定義する．サービスの購入

にあたって，家計はそれぞれのタイプの家計数に関する

情報を持たないと考えよう．まず，第１段階ですべての

家計が希望するサービスの購入を顕示する．タイプH

の家計のうち qが，サービスAの購入を顕示する．タイ

プLの家計のうち，qQ=2がサービスAを qQ=2がサー

ビスBの購入を顕示する．なお，qQ=2 < 1の場合，第

1段階の割り当てでサービスBに売れ残りが発生する．

この場合，第１段階にサービスAを購入できなかった

家計に対して，抽選でサービスBが割り当てられる．し

たがって，サービスAの購入可能確率~héは，

~hé=
1

q + qQ=2
=

2

q(2 +Q)
(64)

となる．これまでの議論と同様に，基準均衡~òéにおけ

る料金は~pé = uLとなる．以上のように求めた予約均

衡 (~pÉ; ~cÉ)と基準均衡 (~pé; ~cé)の下で達成される経済的

厚生と，予約システム~Äの導入便益を表－４に示してい

る．基本モデルの場合と同様に，以下の命題２0が成立
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表－４　予約システム~Äの経済便益

経済主体 予約均衡~ò 基準均衡~òé 導入便益

タイプHの家計 Y + q~h~é+ (1Ä q)" Y + q~hé~é+ (1Ä q)" 　 (~hÄ ~hé)q~é(< 0)　
タイプLの家計 QY + (1Ä q)Q" QY + (1Ä q)Q" 0

企業 2uL + (1Ä q)~cÉÄ F 2uL Ä F (1Ä q)~cÉ(> 0)
社会的厚生 (1 +Q)Y + q~é+ 2uL Ä F (1 +Q)Y + ~héq~é+ 2uL Ä F (1Ä ~hé)q~é(> 0)

+(1Ä q)(1 +Q)" +(1Ä q)(1 +Q)"
注）第２行，第３行は，それぞれタイプH，タイプLの家計の期待総消費者余剰を表す．第４行は企

業の利潤を，第５行は社会的厚生を表している．また，第２列は予約均衡~ò，第３列は基準均衡òéに
おける各主体の経済厚生を表す．第４列は，予約システムを導入することによる経済厚生の変化を示

す．~hÄ ~hé< 0が成立することに関しては，付録 II参照のこと．

する．

命題２0　予約システム~Äの導入により，企業の利潤，お

よび社会的厚生は改善するが，タイプHの家計の経済

厚生が低下する．また，タイプLの家計は，サービス

利用の機会が低下するが，経済厚生は変化しない．

（３）サービス料金規制策

命題２で指摘したように，予約システムの導入は社

会的厚生を増加させる一方，家計から企業へ所得移転

が発生するために，家計の消費者余剰が減少する．予

約システムの導入が社会的に受け入れられるためには，

システム導入により消費者余剰が改善されることが求

められる．そこで，以下では，企業が予約システムの導

入に対する誘因を確保した上で，可能な限り消費者余

剰を 大にするような料金規制政策について検討する．

家計の期待総消費者余剰を 大にするようなサービス

料金，キャンセル料金を求める問題を考える．企業が

予約システムを導入する誘因を持つためには，予約シ

ステムの導入により利潤が減少してはいけない．その

ためには，規制下の予約システム導入時の利潤ôが基準

均衡òéの利潤ôé以上でなければならない．すなわち，

ôÄôé= p+ (1Ä q)cÄ uL ï 0 (65)

を満たす必要がある．一方，サービス料金p，キャンセ

ル料金 cのもとで，すべての家計が獲得する期待消費者

余剰SWは，

SW = (1 +Q)Y + q(uH Ä p) + (1Ä q)"

Ä qhQ(uL Ä p)Ä (1Ä q)Q" (66)

と表される．上式の第２項，第４項が定数項であるこ

とに留意すれば，消費者余剰 大化問題（問題３）は，

max
p;c
fq(uH Ä p) + qhQ(uL Ä p)g (67a)

subject to

q(1Ä h)(uH Ä p)Ä (1Ä q)c ï 0 (67b)

uL Ä p ï 0 (67c)

q(1Ä h)(uL Ä p)Ä (1Ä q)c < 0 (67d)

p＋ (1Ä q)cÄ uL ï 0 (67e)

と定式化できる．ただし，制約条件 (67b)はタイプHの

家計の予約誘因条件，制約条件 (67c),(67d)は，タイプ

Lの家計の非予約誘因条件である． 後に，条件は，企

業の誘因条件である．制約条件 (67c),(67d)より，直ち

に 適キャンセル料金

cÉ= 0 (68)

を得る．また， 適サービス料金は，

pÉ= uL (69)

と表せる．一方，キャンセル料金は，cÉ= 0となるが，

企業が予約システムを導入する誘因を持つために，わ

ずかながら正の値をもつことが必要である．キャンセル

料金をcÉに規制した場合， 適サービス料金pÉは，企業

の利潤 大化行動の結果として実現する．したがって，

政府によるサービス料金に関する規制は不必要である．

命題１で述べたように，サービス料金，キャンセル料

金は，社会的厚生に影響を及ぼさない．したがって，料

金規制政策は，社会的厚生に影響を及ぼさず，家計と

企業の間の所得配分に影響を及ぼすだけである．料金

規制下の予約均衡òにおける各主体の経済厚生と，基準

均衡òéと比較した場合の経済厚生の変化を表－５に一

括して整理している．同表に示すように， 適料金パ

ラメータ (pÉ; cÉ)を適用することにより，予約システム

による社会的厚生の増分をすべて家計に帰属させるこ

とができる．ここに，命題３が成立する．

命題３　予約システムÄの下で，キャンセル料金を可能

な限り小さい値に規制することにより，社会的厚生を

不変に保ちつつ，予約システムの便益を家計に帰属さ

せることができる．

表－４に示すように，キャンセル料金規制下におけ

る予約均衡òにおいて，各経済主体が獲得できる２つの

タイプの家計の経済厚生EW
É
H ; EW

É
L，企業利潤ôÉ，お
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表－５　予約システムÄの経済便益

経済主体 予約均衡ò 基準均衡òé 導入便益

タイプHの家計 Y + qé+ (1Ä q)" Y + qhéé+ (1Ä q)" 　 (1Ä hé)qé(> 0)　
タイプLの家計 QY + (1Ä q)Q" QY + (1Ä q)Q" 0

企業 uL Ä F uL Ä F 0
社会的厚生 (1 +Q)Y + qé+ uL Ä F (1 +Q)Y + héqé+ uL Ä F (1Ä hé)qé(> 0)

+(1Ä q)(1 +Q)" +(1Ä q)(1 +Q)"
注）第２行，第３行は，それぞれタイプH，タイプLの家計の期待総消費者余剰を表す．第４行は企

業の利潤を，第５行は社会的厚生を表している．また，第２列は料金規制下における予約均衡ò，第

３列は基準均衡òéにおける各主体の経済厚生を表す．第４列は，予約システムを導入することによる

経済厚生の変化を示す．社会的厚生の増加がすべて家計の厚生増加として帰属している．

表－６　予約システムÄに関する比較静学分析の結果
経済主体 q uH "

EW
É
H é(> 0) qh (> 0) 1Ä q (> 0)

EW
É
L ÄQ" (< 0) 0 (1Ä q)Q (> 0)

ôÉ 0 0 　 0　

SW
É

éÄ (1 +Q)" (< 0) q (> 0) (1Ä q)(1 +Q) (> 0)
ÅEW

É
H é(> 0) (1Ä héq)q (> 0) 0

ÅEW
É
L 0 0 0

ÅôÉ 0 0 0

ÅSW
É

é(> 0) 　　　 (1Ä hé)q (> 0)　　　 　　 0　　

注）第２行，第３行，第４行は，それぞれタイプH，タイプLの家計の期待総消費者余剰，企

業利潤を，第５行は社会的厚生を表している．さらに，第６行以下は，予約システム導入に

よる各主体の経済厚生，および社会的厚生の変化を表している．また，第２列は q，第３列は

uH，第４列は，"に関する比較静学であることを示す．下付き添え字は当該変数による偏微

分を表す．比較静学における符号の評価結果は自明であり，証明を省略する．

よび社会的厚生SW
É
は，それぞれ

8

>

>

>

>

>

>

<

>

>

>

>

>

>

:

EW
É
H = Y + qé+ (1Ä q)"

EW
É
L = QY + (1Ä q)Q"

ôÉ= uL Ä F
SW

É
= (1 +Q)Y + qé+ uL Ä F
+(1Ä q)(1 +Q)"

と表せる．また，予約均衡òと基準均衡òéを比較するこ

とにより，予約システムの経済便益は
8

>

>

>

>

<

>

>

>

>

:

ÅEW
É
H = (1Ä hé)qé

ÅEW
É
L = 0

ÅôÉ= 0

ÅSW
É
= (1Ä hé)qé

(70)

と定義できる．さらに，比較静学分析を行った結果を

表－６に一括整理している．表－３と比較すれば，キャ

ンセル料金の支出に伴うタイプHの家計の経済厚生減

少分が相対的に小さいために，料金規制が実施された場

合，消費確率 qの増加ならびに獲得効用uHの増加はい

ずれもタイプHの経済厚生を増加させるとともに，予

約システム導入の経済便益を増加させる．

（４）政策的含意と若干の留保事項

基本モデルでは，単一サービスに関する独占市場を

とりあげ，予約システムの優先割り当て便益について

検討した．さらに，５．（２）では，企業が複数のサー

ビスを独占的に供給する市場をとりあげ，予約システ

ムの需要平準化便益に関して分析した．一般に，需要

平準化便益として，優先割り当て便益とピーク需要を

平準化することによる混雑回避便益が存在する．この

うち，５．（２）では，優先割り当て便益のみに着目し，

予約システムの導入便益を検討した．その結果，命題

１，命題２が，いずれの場合にも成立し，予約システム

の導入により，企業利潤と社会的厚生は改善されるが，

家計の経済厚生は低下することが判明した．以上の命

題は，短期的にサービスの供給量に制約が存在するよ

うな独占的サービス市場を対象としたものである．こ

のようなサービス市場として，たとえば単一企業が提

供するサービス数に制限が存在するような交通市場や，

供給量に限界がある文化的・社会的サービス市場が該

当する．予約システムの導入に対する社会的期待にも

関わらず，独占的サービス市場において予約システム

を導入する場合には，家計の経済厚生の低下に関して

慎重な対応が必要であることが明らかになった．

近年，IT技術の発展により，たとえば高速道路や駐

車場サービスに対しても，予約システムの導入が可能

になった．前者の場合，ピーク需要の平準化による混

雑現象の回避便益が期待されている．後者に関しては，

駐車場の探索費用の節減便益が期待されている．ピー

ク需要の平準化による混雑回避便益は，基本的には人

為的にサービス供給量制約を設けることによる便益で
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ある．探索費用の縮減便益は，サービスの購入に失敗

した時に発生する追加的費用や，サービスの再探索に

関わる外部費用の問題である．いずれも，予約システ

ムが有する顕示メカニズムがもたらす経済便益ではな

いことに留意することが必要である．これらの事例に

おいても，予約システムの導入により家計のサービス

需要を割り当てることが必要となる．特に，企業が利

潤 大化行動に基づいてサービス料金，キャンセル料

金を自由に設定する場合，混雑回避便益や探索費用削

減により発生する期待消費者余剰が， 終的に企業に

移転する可能性を否定できない．この問題に関しては，

本研究で提案したモデルを拡張することにより分析可

能であり，今後の研究課題としたい．

なお，本研究では，分析の焦点を絞るために，１）

サービスが独占企業により供給されている，２）家計

のサービス効用に不確実性が存在しない，という仮定

を設けている．これらの仮定を他の条件に置き換える

と，本研究とは異なる知見が得られる可能性がある．第

１に，本研究では独占的サービス市場を対象としてい

たため，企業が料金設定に独占力を行使することが可

能であった．しかし，複数の企業がサービスを供給す

るような複占的，寡占的市場においては，企業間競争

を通じて企業・家計間の所得移転が抑止される可能性

がある．伝統的な料金規制に関する文献では，独占企

業が差別料金を導入することにより，消費者余剰を一

方的に搾取するできるため，差別化戦略は望ましい料

金政策ではないと考えられてきた29)．しかし，企業間

競争が存在する場合，多様な差別化料金システムを導

入することにより，家計，企業の双方が厚生を改善す

ることが可能となる場合がある．第２に，家計のサー

ビス効用が時点 t = 0にサービス効用が確定すると仮定

した．この場合，予約システムを導入することにより，

優先的に効用の大きい家計にサービスを割り当てるこ

とが可能となる．しかし，家計によっては，サービス

利用の直前になり，サービス効用が確定し，しかも効

用水準が大きな値をとる場合もあろう．この場合，予

約システムの導入により，結果的に効用の大きい家計

がサービス消費から排除される可能性もある．家計効

用が時間的に変動する場合，事前割引チケットや当日

チケット等も導入した複合的な予約・料金システムを

導入することが必要となる．サービス効用の変化，効

用の異質性，市場構造の多様性を考慮すれば，多様な

予約・料金システムの設計が可能となろう．

６．おわりに

本研究では，家計のサービス選好に異質性が存在し，

かつ供給制約のある単一サービス市場を対象とした市

場均衡モデルを定式化した．さらに，予約システムが，

キャンセル料金を通じて，家計が選好タイプという私

的情報を開示するという顕示メカニズムを有すること

を明らかにした．その結果，企業の利潤 大化行動に

より，予約システムが導入された場合，社会的厚生は増

加するものの，家計から企業へ所得移転が発生し，家

計の経済厚生が減少する．家計の経済厚生の悪化を招

かないためには，政府によるキャンセル料金規制が必

要となることが判明した．以上の知見は，本研究にお

ける仮定の下で成立する事項ではあるが，予約システ

ムが有する本質的な問題点の１つを指摘したと考える．

今後，実証分析を通じて，本研究で問題提起したよう

な予約システムが有する問題に関する経験的知見を蓄

積することが必要である．

本研究で得られた知見に対しては，５．（４）で考察

したように，いくつかの留保事項が存在する．本研究と

は異なる市場環境における予約システムの経済便益に

ついて研究を進展させることが必要である．特に，理

論的研究の範囲に絞っても，以下のような事項が今後

の研究課題として残されている．第１に，基本モデル

を拡張し，予約システムの混雑回避便益，探索費用回

避便益を分析することが必要である．さらに，このよ

うな便益を考慮した場合においても，家計から企業へ

の消費者便益の移転が発生するかどうかについて分析

することが重要である．第２に，本研究では，家計の

サービス効用に関して不確実性が存在しない場合を想

定した．家計のサービス効用が時間的に変動する場合，

予約チケットと当日チケットを併用するなど，多様な

予約システムの導入が必要となる．第３に，本研究で

は独占的サービス市場を対象としていたため，命題２

で示したような消費者便益の移転が発生する．しかし，

複数の企業が同種のサービスを供給するような複占市

場，寡占市場においては，企業間の競争により家計と

企業の間の所得移転が抑止される可能性がある．企業

間競争下での予約システムの経済便益について今後分

析が必要となる．第４に，本研究では時点 t = 0におい

て需要に不確実性がなく，常にサービスが完売される

場合を想定していた．しかし，需要に不確実性が存在

し，サービスが完売されない可能性がある場合，事前

割引チケットに代表されるような価格分散化政策21)を

導入する必要がある． 後に，予約システムの効用と

して，スケジュール調整便益が考えられる．家計は，予

約することにより，自己の将来の活動プランを確定す

ることができる．このような活動プランの確定により，

他の多くの活動間の時間的調整が容易となる．このよ

うなスケジュール調整便益に関しては，従来の交通行

動分析においてほとんど考慮されてこなかった事項で

あるが，予約システムの経済便益を分析するためには
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重要な基礎研究になると考える．

付録　補足説明

I）式 (36)の導出　目的関数 (35a)が，x0H ; x
1
H ; y

1
H ,

x0L;x
1
L; y

1
Lに関する単調増加関数である．従って，仮

定 (3a)より，制約条件 (35b),(35c),(35e),(35f)はすべて

等号で成立する．式 (35b),(35f)より，直ちにx0H =

q; x0L = 1 Ä qを得る．" > uH，式 (35c)より，x1H =

1Ä q． 後に，" > uL，式 (35e)よりx1L = (1Ä q)Qを

得る．

II）式 (49)の導出　予約均衡òと基準均衡òéにおける購

入可能確率が，それぞれ式 (47),(37)で表されることに

着目すれば，

hÄ hé= 1Ä q
qQ

Ä 1

q(1 +Q)

=
1Ä q Ä qQ
qQ(1 +Q)

を得る．一方，予約システムが成立する条件 (3a)より，

1Ä q < qQ

となる．したがって，1Ä q Ä qQ < qQÄ qQ = 0とな

り，h Ä hé < 0が成立．~h Ä ~héも同様に示すことがで

きる．

III）比較静学の導出　@ô
@q = é

qQÄ1+2q
qQ ．条件 (3a)より

qQ Ä 1 + 2q > 1 Ä q Ä 1 + 2q = q > 0なので@ô
@q > 0．

@SW
@q = éÄ (1 + Q)"．条件 (3b)よりéÄ (1 + Q)" <
uH Ä uL Ä (1 +Q)uH < 0なので@SW

@q < 0．他の項目

は自明．
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